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 名  称 独立行政法人都市再生機構（URBAN RENAISSANCE AGENCY） 

            (略称：UR都市機構）  

 設  立 平成16年7月1日 

 所在地 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 

 設立根拠法 独立行政法人通則法、独立行政法人都市再生機構法 

 主務省 国土交通省 

 役員数 役員13名（理事長1名・副理事長1名・理事8名、監事3名） 

                                              （平成26年7月16日現在） 

１-① UR都市機構の概要① 

組織の沿革 
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□ 民間事業者、地方公共団体と役割分担しながら、大規模な基盤整備を伴う事業や密集市街地整備等、 
  政策的意義の高い都市再生を推進しています。 
□ 東日本大震災の復興支援等、被災地の復興や都市の防災機能強化を支援します。 
□ 市場において不足している高齢者や子育て世帯向けの賃貸住宅等、住宅弱者のためのセーフティー 

  ネット機能を含め社会的に必要な賃貸住宅を供給しています。 

都市再生 

１-① UR都市機構の概要② 

災害復興 

賃貸住宅 

民間事業者や地方公共団体と協力し、都市再生を推進します。 

□ 全国都市再生の推進 
□ 構想、企画、諸条件のコーディネート 
□ パートナーとして事業参画 

被災地の復興や都市の防災機能強化を支援します。 

□ 災害に強いまちづくりの推進 

賃貸住宅を適切に維持管理し、豊かな生活空間を提供します。 

□ 約75万戸の居住者の方との信頼関係を大切にした維持管理 
□ 都心居住の推進、高齢者の居住の安定確保、子育て環境の整備等 

安全で快適な郊外生活を実現するまちづくりを目指します。 

□ 少子高齢化への対応、環境共生、安全・安心なまちづくり 
□ 魅力ある郊外や地方居住の実現 
□ ニュータウン業務の早期完了 

ニュータウン 

豊洲二・三丁目（東京都） 

女川町の復興イメージ（宮城県） 

港北ニュータウン（神奈川県） 

大島六丁目団地（東京都） 
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2004年～ 
都市再生機構 

 

1955年～ 
日本住宅公団 

1986年～ 
住宅・都市整備公団 

1999年～ 
都市基盤整備公団 

日本住宅公団 住宅・都市整備公団 都市基盤 
整備公団 

都市再生機構 

賃貸住宅の供給実績 

（2012年度末） 

・昭和30年（1995年）代以降の経済成長、大都市への人口集中に対応するべく住宅を大量建設 
・これまでに供給した賃貸住宅は累計約８８万戸 

１-② ＵＲ賃貸住宅ストックの現状① 
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12千戸 45千戸
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昭和30年代 昭和40年代 昭和50年代 昭和60年～

平成6年

平成7年～

平成15年

平成16年～

ＵＲ賃貸住宅ストックは、昭和30年代以降の経済成長、大都市への人口集中を背景とし 

て、時々の社会経済情勢や住宅・都市政策を反映して団地の規模や立地条件、住宅の 

規模や設備水準等が極めて多岐にわたっており、老朽化しているものも少なくない 

管理開始年代別管理戸数 全国のＵＲ賃貸住宅の分布 

１-② ＵＲ賃貸住宅ストックの現状② 

エリア 団地数 戸数

首都圏（東京・埼玉・千葉・神奈川・茨城） 911 418,445

中部圏（愛知・静岡・岐阜・三重） 139 58,598

近畿圏（大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山） 429 208,676

九州圏（福岡・長崎・熊本・宮崎・鹿児島） 172 48,414

その他 81 16,764

計 1,732 750,897

ストック全体 751千戸 

（平成24年度末現在） 
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１-② ＵＲ賃貸住宅ストックの現状③ 
 

管理開始年代別ストックの特徴 （平成25年度末） 

ストック全体 S30年代 S40年代 S60年～H6年 H7年～H15年 H16年～ 

管理戸数 748,394戸 45,873戸 319,778戸 79,736戸 107,733戸 38,733戸 

団地数 1,711団地 152団地 367団地 376団地 385団地 89団地 

437戸/団地 327戸/団地 907戸/団地 221戸/団地 268戸/団地 324戸/団地 

立地 

54.9㎡/戸 39.7㎡/戸 45.6㎡/戸 70.7㎡/戸 70.2㎡/戸 68.4㎡/戸 

S50年代 

156,541戸 

342団地 

団地規模 

441戸/団地 

住戸規模 56.8㎡/戸 

住宅供給の背景 

団地規模大・ 

大量供給 

郊外化が進む 

住戸規模狭小（低設備水準） 住戸規模改善 

住宅不足 

の解消 

人口の大都市 
集中による住宅 
不足の解消 

居住水準の向上 

都心回帰 

都市居住の推進 

既存ストックの再生・活用 
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Ｓ61 Ｈ19.12 

用途転換 

（敷地整備型・建物譲渡型） 

土地所有者等への譲渡、返還等 

  ・敷地の高度利用 

  ・居住水準の向上 
 

 を目的として実施 

 

 

 Ｓ30年代に供給された 

 団地を対象 

建替事業 

⇒ 建替後住宅への
戻り入居が基本 

全面建替事業 

一部建替事業 

既存住宅はすべて
除却 

複合型団地再生 

集約型団地再生 
⇒ 団地内の既存住宅

への移転が基本 

既存住宅を活用 

団地再生事業 

ＵＲ賃貸住宅以外

の用途として活用 

２-① 建替事業から団地再生事業へ 
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  同一需給圏等のエリアで、人口動向、需要動向等を勘案の上、立地条件、ストック量、ストック構成 
  （住戸規模・築年数・家賃帯等）等を分析し、再生・活用の方向性を策定（平19.12.26） 

 《改善等の取組み》 

 ①既存の住宅を時代のﾆｰｽﾞに合わせるため、立地・特性に応じて住戸内（間取り・設備等）、住棟共用部（ｴﾝﾄﾗﾝｽ・共用廊下等）、屋外環境等を改善 

 ②高齢者や子育て世帯等が安心して住み続けられるよう、バリアフリー化を推進 

 ③公共団体、地域の民間事業者・NPO法人等と連携し、高齢者支援や子育て支援サービスに係る施設を積極的に誘致 

  UR賃貸住宅ストック（約７７万戸（H18年度末現在））を居住者の居住の安定を十分確保しつつ、 

    平成30年度までに、約10万戸の再編に着手し、約 5万戸のストックを削減 

    平成60年頃までに、現在のストックの概ね３割を削減  

【団地の類型の考え方】                                                       （平18年度末） 

団地の類型 再生・再編の考え方 

 団地再生 

約 １６ 万戸 まちづくりにより団地を再生 

全面建替え 約  ４ 万戸 団地を全面的に建替え 

一部建替え 約  ４ 万戸 団地の一部の建替えを予定し、一部の既存住宅を改善 

集   約 約  ８ 万戸 団地の集約化に併せて、一部の既存住宅の改善 

 ストック活用 約 ５７ 万戸 既存住宅の改善 

 用途転換 約  １ 万戸 団地全体をUR賃貸住宅以外の用途へ転換 

 土地所有者等への譲渡、返還等 約  ３ 万戸 全面借地方式市街地住宅を譲渡等、特別借受賃貸住宅を返還 

エリア毎の再生・活用の方向性に沿って、全団地の団地別整備方針を策定（平20.2.29） 

２-② ＵＲ賃貸住宅ストック再生・再編方針 
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２-③ 現在の団地再生イメージ 

高齢者向け住宅等 

（住棟・住戸活用） 

1階デッキ設置 ﾘﾆｭｰｱﾙ等（住戸改修） 中層エレベーター増設 

子育て施設誘致 

高齢者施設誘致 

既存ストックの建替え、集約、改修を行い、ハード整備とソフト構築の連
携により、少子・高齢社会に対応した機能の導入を図る団地再生により、
団地及び地域の魅力ＵＰを図る 

コミュニティの活性化・
充実化 

ソフトサービスの充実化
（子育て・高齢等） 

福祉施設等 

介 護 
医 療 

子育て 

中層住宅 

ＵＲ賃貸住宅 

EV設置 

建替後住宅 
民間住宅等 

リニューアル・修繕等 

防災機能のある公園整備 

空施設の活用等 

民間等と連携したソフトサービスの充実化 

  ・高齢者支援、医療連携、子育て支援 

プロムナード整備 

  高齢者向け住宅等 
（住棟・住戸活用等） 

建替後住宅・民間住宅 

等の建設 

防災公園等の再整備 
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高齢者がいる世帯率(全国) 
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UR賃貸住宅総ストックに占める 

高齢者がいる世帯率 ９％（昭和60年） ⇒ ３９％（平成22年）  

UR賃貸住宅総ストックに占める 

高齢単身世帯率  １％（昭和60年） ⇒ １5％（平成22年）  

■世帯主年齢は年々上昇傾向 

【理由】  
 ①高度成長期の入居世代が一斉に高齢者に 
 ②新規入居者の高齢者率が上昇  

■特に高齢単身世帯が急増 

■急速に高齢者がいる世帯率が上昇 

ＵＲ賃貸住宅居住者の平均世帯主年齢 

        ４１．７歳（昭和60年） ⇒ ５６．８歳（平成22年） 

世帯主年齢が６５歳以上の世帯の割合 

        ５％（昭和60年） ⇒ ３５％（平成22年） 

（出典：ＵＲ賃貸住宅は居住者定期調査、全国は国勢調査） 

＜平均世帯主年齢の推移＞ 

30才
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S40
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S45
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H7
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調査
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調査
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調査

UR賃貸住宅居住者

全世帯〔家計調査〕

44.9才 

51.7才 

54.7才 

56.8才 

56.4才 

３-① ＵＲ賃貸住宅の居住者属性 
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３-② 少子高齢化対応施設の誘致実績（平成23年度末） 

《高齢者支援施設の内訳》 

業種 施設 敷地 合計 

訪問介護 57 3 60 

通所介護等※１ 94 24 118 

施設サービス関係施設※２ 14 23 37 

その他※３ 55 42 97 

合計 220 92 312 

業種 施設 敷地 合計 

保育園 53 257 310 

幼稚園 6 84 90 

学童保育 18 21 39 

その他 15 41 56 

合計 92 403 495 

種別 合計 

地方公共団体 80 

社会福祉法人 37 

NPO法人 22 

そ の 他 173 

合計 312 

《子育て支援施設の内訳》 

※１ 通所介護,短期入所,小規模多機能居宅介護 
※２ 特養,老健,ケアハウス,有料老人ホーム,グループホーム,グループリビング等 
※３ 地域包括支援センター、配食サービス等 

種別 合計 

地方公共団体 244 

社会福祉法人 98 

NPO法人 16 

そ の 他 137 

合計 495 

種別 合計 

地方公共団体 324 

社会福祉法人 135 

NPO法人 38 

そ の 他 310 

合計 807 

《契約者内訳》 

《契約者内訳》 

〔高齢+子育て〕 

 既存の団地内施設をはじめ、団地再生事業等により生み出した余剰地や施設床等を活用して、 
 高齢者・子育て支援施設を積極的に誘致 
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【委員名簿】（敬称略 ◎は座長） 
小山 剛  社会福祉法人長岡福祉協会 高齢者総合ケアセンターこぶし園 総合施設長 
田城孝雄  放送大学 教養学部教授  順天堂大学 客員教授  

◎ 辻 哲夫  東京大学 高齢社会総合研究機構特任教授 
東内京一  埼玉県和光市 保健福祉部長 
深尾精一  首都大学東京 都市環境学部 名誉教授 
藤森克彦  みずほ情報総研㈱ 主席研究員 
前田展弘  ㈱ニッセイ基礎研究所 准主任研究員 
深澤典宏  厚生労働省 老健局 高齢者支援課長（第１回及び第２回） 
高橋謙司   同 （第３回） 
朝川知昭  厚生労働省 老健局 振興課長 
石川卓弥  国土交通省 土地・建設産業局 不動産市場整備課長（第１回及び第２回） 
小林 靖   同 （第３回） 
瀬良智機  国土交通省 住宅局 安心居住推進課長 
内海英一  独立行政法人都市再生機構 理事                     

【検討経緯】 

第１回 平成２５年４月２４日 
・検討の進め方とアウトプットイメージについて 
・ＵＲ賃貸住宅ストック活用の必要性について 
・ＵＲ賃貸住宅における高齢者支援等のあり方について 
 

第２回 平成２５年６月２０日 
・ＵＲ賃貸住宅団地がAging in Placeの拠点的役割を果たすための方策について 
・低所得高齢者世帯の居住継続可能性等について 
 

第３回 平成２５年８月６日 
・コーディネートを行う組織の具体的イメージ等 
・中間とりまとめ（案）について 
 

第４回 平成２６年１月９日 
・最終報告（案）について 
・ケーススタディ地区及び重点団地の進捗状況について 
・ＵＲにおける今後の事業展開の基本的な考え方について 

３-③ 超高齢社会における住まい・コミュニティのあり方検討会 
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  「超高齢社会における住まい・コミュニティのあり方検討会」の最終報告（平成２６年１月９日）を受け、
「多様な世代が生き生きと暮らし続けられる住まい・まちづくり」を目指し、団地を中心として、住み慣れた
地域で最期まで住み続けることが出来る環境（Aging in Place）を実現するため、地域医療福祉拠点の
形成を目指し、以下の取り組みを、地方公共団体・自治会等の地域関係者、民間サービス提供事業者
等と連携して総合的に推進します。 

   なお、具体の取組みは、団地や地域の特性等を踏まえ実施していきます。 

 

 

 

①地域における医療福祉施設等の充実の推進 
   ・安心して住み続けられるための在宅医療・看護・介護サービス等 
    が受けられる生活環境の整備をめざし、地域において不足する 
    施設等の誘致又は団地外も含めた既存施設等との連携 

 

②多様な世代に対応した居住環境 
  の整備推進 
   ・誰もが安全に住み続けられるための住宅の  
    整備、屋外環境の整備 ほか 

③若者世帯・子育て世帯等のコミュニティ形成の推進 
   ・多世代交流や相互の支え合いが可能な場や機会の提供等 ほか 

① 
③ 

② 

～地域医療福祉拠点団地の 
住まい・まちづくりのイメージ～ 

３-④ 超高齢社会における取組みの方向性① 
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首都圏 

東京都 

 高島平（板橋区）、豊島五丁目（北区）、大谷田一丁目（足立区）、 

 多摩ＮＴ（多摩NT諏訪、多摩NT永山、多摩NT貝取、多摩NT豊ヶ丘：多摩市）、 

 館ヶ丘（八王子市） 

千葉県 
 千葉幸町、花見川（千葉市）、アートヒル高根台・高根台（船橋市）、 

 コンフォール柏豊四季台・豊四季台（柏市） 

神奈川県  奈良北（横浜市）、相模台（相模原市） 

埼玉県  武里（春日部市）、みさと（三郷市） 

近畿圏 

大阪府  新千里西町（豊中市） 

京都府  男山（八幡市） 

奈良県  奈良学園前鶴舞・鶴舞、富雄（奈良市） 

中部・九州 

愛知県  豊明（豊明市） 

福岡県  徳力、志徳（北九州市） 

 地域医療福祉拠点形成・着手団地 （平成26年10月時点） ※23団地 

３-④ 超高齢社会における取組みの方向性② 
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４-① ＵＲ賃貸住宅の価値向上等に向けた取組み 

 

  

 

  

団地再生事業に合わせた民間連携 

既存ストックの有効活用（団地リノベーションほか） 

◎ ＵＲ独自メニュー（主なもの） 

団地毎に商品企画を行い、
仕様・設備をﾄｰﾀﾙｺｰﾃﾞｨ
ﾈｰﾄ 

外壁修繕等の大規模修繕を
契機に、共用部等の改修を
集中的に実施 

＜Re観月橋＞ 
 既存ストックの改修の企画立案～
募集までを民間によりトータル的に
実施 

 

  

MUJI×UR  
団地をリノベーションする住まい 

＜ＭＵＪＩ×ＵＲ＞ 
 古いものを大切にしながら、新
しい価値を与えるリノベーション 

＜ﾙﾈｯｻﾝｽ計画２＞ 
多様な住宅の供給、高齢者支援
施設の導入、地域の魅力ＵＰ 

家具事業者との連携（提案型） 

 

  

少子高齢対応  
既存賃貸ストック（空施設、空駐車場）
を活用し基礎サービスを義務付け 

高齢者向けみまもり住宅の提供  
 
 
＋キッズサポートクラブ試
行 
 民間提案の企画を採用、
利用者の立場に立ったサー
ビス向上 

子育て支援 

 
民間事業者の敷地活用、住宅サブリー
スによるサービス付き高齢者向け住宅
供給 

サービス付き高齢者向け住宅の供給 

 
ＵＲの高齢者支援に係る情報発信
と情報収集により、民間事業者と
の連携による事業化検討 

介護・医療・生活支援事業者等の発掘 

「ＵＲ賃貸住宅ストック再生・再編方針」に従い、基本的類型に
基づくストックの再生・活用等を推進 

＜PPP（事業ﾊﾟｰﾄﾅｰ方式）＞ 
民間と共同で事業計画検討から事業完
了後のエリアマネジメントに取組む 
 

■エリアマネジメントイメージ 

ＵＲ賃貸住宅のモデ
ルルームを活用し、
生活スタイルを意識
しながらの営業活動
を実施 

（家具事業者の専門
スタッフによる相談
あり） 

＜北欧家具事業者＞ 
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20km 

■位置図 

ひばりが丘団地 

４-② ひばりが丘団地整備敷地の取組み①（位置図等） 

■団地概要 

・所在地   ：東京都東久留米市、西東京市 

・当初管理開始 ：昭和34年度 

・事業着手   ： 平成10年度 

・団地面積   ： 33.9ha 

・ＵＲ賃貸戸数 ： 従前     2,714戸 

     建替後 1,504戸 

ひばりヶ丘
駅 

500
m 

ひばりが丘団地 

いこいの森公
園 

田無駅 

東大農
場 

西武池袋
線 

東久留米
市 

西東京市 

西武新宿
線 

東久留米市 

西東京市 

市
境 

17 
■ 建設当時の様子 



年
度 

Ｈ10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

建
替
事
業 

 
 
 
 
 

整
備
敷
地
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建 替 事 業 

 団地再生事業スケジュール 

●東久留米市児童館・保育園開設 

●地域福祉施設（西東京市） 

●児童館、学童、保育園（西東京市） 

●介護老人保健施設開設 

 

●特別養護老人ホーム開設 

（西東京市） 

●ＰＰＰ事業パートナー決定 

●ルネッサンスⅡオープン 

 団地再生協議会・エリマネ検討 

●スーパー（西友）開店 

直接施行（都市計画道路3・5・10号線） 

建物建設・基盤（解体・道路・公園等）工事 

 
○事業着手 

 
H16.3 第一次入居開始 

 
H24.6,7 新築最終入居開始 

●住市総 整備計画策定 

H13.2 大臣承認 

●地区計画（決定） 

 H20.6.20決定告示 

○平成10年度 戻り住宅（1,504戸）事業着手、平成24年度完了 

○基盤整備工事、整備敷地譲渡等平成27年度完了予定  

●住市総 再評価 

  H24.1 

●基本協定書締結 

H20.9.2 

●ルネッサンスⅠ 

実験住棟公開 

H21～H22 

●特別養護老人ホーム 

 開設予定（東久留米市） 

民間分譲住宅建設・入居 

４-② ひばりが丘団地整備敷地の取組み②（概略スケジュール） 

18 



A 

D1 

D2 

E2 

H G 

F1 

UR賃貸住宅 1,504戸 
H16.3～H24.7 

※3-6号棟（41戸）ペット共生住宅 

●保育園・児童センター 
西東京市/H23.4開設 

●特別養護老人ホーム 
（社福）共助会/ H24.6開設 

●介護老人保健施設 
（医法）葵会/ H24.5開設 

●戸建住宅115区画 
野村不動産/H24年度入居済 

基盤整備工事 H27年度完成予定 

・移管道路、移管公園 
・直接施行（都市計画道路3・5・10号線） 

●日生ケアヴィレッジ 
H24.7事業者決定 
    （㈱日本生科学研究所） 
H25.4 コンビニオープン 
H26.5 小規模多機能・グループ  
     ホーム開設 
H26.7～ 診療所・薬局開設 
      介護事業所開設予定 
H26.10 サ高住（既存住棟改 
      修）開設 

●共同住宅等  
大和ハウスG /着工済 

B1 

住棟数 30棟  

住戸数 1,504戸 

階数 3～12階 

その他 185号棟7階（24戸） 
平成8年度管理開始 

〇高齢者関連施設 

●共同住宅等  
住友不動産/譲渡済（H26.8） 

〇エリアマネジメント拠点 
（テラス118号棟改修） 

(社団）まちにわ/H27年度開設予定 

〇G街区・H街区  
H27年度以降譲渡予定 

〇公益施設等 
H27年度以降譲渡予定 

B2 

0.92ha 

1.64ha 

2.2ha 

2.6ha 

0.46ha 

●児童館・保育園 
東久留米市/ H18.4開設 

凡例 

事業パートナー方式対象街区 

●  引渡済 

○  今後引渡し 

0.63ha 

0.79ha 1.74ha 

0.26ha 

0.58ha 

４-② ひばりが丘団地整備敷地の取組み③（事業の進捗状況） ●スーパー（西友）  
西友/ H19.6開店 
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４-② ひばりが丘団地整備敷地の取組み④（高齢者支援に係るひばりヶ丘団地の位置付け） 

新しい時代にふさわしい住宅地とするため、都市再生機構による賃貸住宅だけでなく、多様な供
給主体による住宅の整備、公共公益施設の整備拡充や高齢者福祉施設等の整備を誘導し、
生活拠点としてふさわしいまちづくりを目指す。 

西東京市・東久留米市地区計画 （H20.6 決定） 

西東京市 

東久留米市 

①特別養護老人ホーム 
 開所：H29年度予定 
 併設施設：居宅介護支援、訪問介護事業所、デイサービス 
      地域交流スペース、コミュニティ食堂、配食サービス 

②介護老人保健施設（150床） 
 運営法人：医療法人社団葵会 
 開所：平成24年5月 
 併設施設：地域交流スペース 
      居宅介護支援事業所 
      デイケアセンター 

①特別養護老人ホーム（88床） 
 運営法人：（社福）共助会 
 開所：平成24年6月 
 併設施設：地域交流スペース 

③地域密着型サービス  
  小規模多機能ホーム（定員25名） 
  認知症グループホーム（2ユニット、18室） 
 運営法人：㈱日本生科学研究所 
 開所：平成26年度 
 併設施設：サ高住（16戸） 
      訪問介護・訪問看護・居宅介護支援事業所 
      診療所（内科等）、調剤薬局   

上記施設を含め、地域の各サービス事業者、住民等と連携を図りながら、 

「Aging in Place」に実現に向けて、関係機関と調整 
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【参考】 ひばりが丘団地居住者年齢構成（Ｈ25.1.1時点） 

・2,609人（男性：1,166人、1,443人） 
・1,489世帯 （1.75人/世帯） 
・高齢者は独居、高齢者世帯、日中独居が大半 
 

【出所】 東久留米市統計 町別人口（ひばりが丘団地） 
      西東京市統計 町別人口（ひばりが丘３丁目） より作成 

人 

・高齢化率（65歳以上の割合） 40.7％ 
  ※東久留米市24.9%、西東京市21.7%   
・75歳以上の高齢者の割合  24.1％ 
  ※東久留米市11.6%、西東京市10.9% 
 
 

今後、分譲街区の住民が増加  

平均より10数年高齢化が進んでおり、待ったなしの状況 
認知症の増加が大きな課題  

21 



４-② ひばりが丘団地整備敷地の取組み⑤（日生ケアヴィレッジひばりが丘の概要） 

 
 
 
 
 

 
 

コンビニ 
（ﾛｰｿﾝ） 

小規模多機能 

・グループ
ホーム 

既存住棟賃貸 
（旧94号棟） 

土地賃貸① 土地賃貸② 

○団地配置図 

訪問介護 
事業所等 

診療所 

薬局 

日生ケアヴィレッジ（在宅介護・医療拠点） 

土地賃貸②(750㎡) 既存住棟活用(16戸) 
（住棟ルネッサンス事業） 

土地賃貸①(2,303.86㎡) 

用途 診療所・薬局 
訪問介護・訪問看護事業所等 

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅※  コンビニ(ﾛｰｿﾝ 
小規模多機能・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

権利関係 事業用定期借地：25年 建物賃貸借：25年 一般定期借地：53年 

整備主体 ㈱日本生科学研究所 ＵＲ都市機構 ㈱日本生科学研究所 

管理・運営 ㈱日本生科学研究所 
寺村医師 

㈱日本生科学研究所 
ＵＲ都市機構（計画修繕等） 

㈱ローソン 
㈱日本生科学研究所 

□ 経緯 
 H24.7 公募の結果、事業者が日本生科学研究所㈱に決定 
 H26.9 全ての施設の整備が完了 

□ 施設概要  

before 
  

after 
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継続的なエリアマネジメントの実施 

※事業パートナー３者  
 ・ｵﾘｯｸｽ不動産・大和ﾊｳｽ工業・ｺｽﾓｽｲﾆｼｱ共同企業体 

 ・住友不動産㈱ 
 ・野村不動産㈱ 

４-② ひばりが丘団地整備敷地の取組み⑥（ＰＰＰ・エリアマネジメント） 

  
   
 
  
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

機構と事業パートナーとで計画段階から共同で事業化検討を行い、民間のノウハウを活用して、団地を含めた地域全体の総合的な価値向上を図る。 

計画作成・事業実施とあわせ、機構と事業パートナーで事業完了後のエリアマネジメントに継続して取組み、まちを育てていく。 

大規模団地において、従来の街区毎のパッチワーク型の敷地公募ではなく、整備敷地全体を対象とした一体的な取組みを行う。 

１．計画段階から民間事業者と共同で取組み 

２．団地全体を対象とした取組み    

３．計画からエリアマネジメントまでの取組み 

■事業パートナー方式のポイント 

■事業パートナー方式の流れ 
【第1段階】 

一定の事業実績を持つ民間事業者の企画提案につい
て機構が審査し選定。 

【第2段階】 

第1段階で選定された事業パートナー※と覚書交換。 

機構と事業パートナーで団地再生協議会を設置。 

ひばりが丘団地のまちづくりについて協議を行う。 

すべての街区事業者が決定するまで協議を継続。 

【第3段階】 

価格提案等、公正かつ適切な方法により決定した事業
者と基本協定の締結、土地譲渡等契約を締結。 

H24.3 

H24.4～ 

（H22年度   ＰＰＰ研究会） 
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●これまでの主な取組み 
  ・ 団地再生事業（建替え）に伴う余剰地の活用（高根台、豊四季台など） 
  ・ 「住棟ルネッサンス事業」として住棟単位での活用（多摩平、ひばりが丘） 

●目的 
  ① ＵＲの既存ストックの有効活用 
  ② 高齢者の方々が安心して住み続けられる住まいづくり 

住棟の一部の既存住宅を、住戸単位で賃貸し、 
民間事業者が分散型のサービス付き高齢者向け住宅として運営 

●新たな展開 

 

 
 

 
 

 
 

 

《事業スキーム》 

 エレベーター付き住棟など一定のバリアフリー化が
図られた住棟を対象に実施 

 既存住宅をサービス付き高齢者向け住宅として住
戸内を改修 

 サービス拠点は賃貸施設等を活用 
 サービス拠点から基礎サービス（状況把握、生活相

談）を提供 
  ※共同住宅の用途を逸脱しない範囲で提供できる 
  サービスに限定 
 ＵＲ賃貸住宅等の居住者（希望者）への基礎サービ

ス提供（任意） 

ＵＲ賃貸住宅 

サービス付き高齢者向け住宅 
（エレベーター付き住棟の住戸内を改修） 

基礎サービス提供 
(状況把握・生活相談) 

サービス拠点 
（賃貸施設等を活用） 

４-③ 分散型サービス付き高齢者向け住宅① 
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■対象住宅及び施設 

  住宅：高島平団地2-26-2号棟内の30戸 
       ※今後の空家発生状況に応じて20戸まで追加可 
  施設：高島平団地2-26-3号棟内の賃貸施設１区画 

■事業者 
  株式会社コミュニティネット 
  ※公募（総合評価方式）により決定 

■事業期間 

  20年間（定期建物賃貸借契約） 

■主なスケジュール 
  平成25年  9月 事業者決定（株式会社コミュニティネット）  
  平成25年12月 事業者と協定締結  
  平成26年  3月 東京都のサービス付き高齢者向け住宅登録 
  平成26年  9月 住宅改修工事着手 
  平成26年12月 サービス付き高齢者向け住宅開設 

■補助金等 
 ・平成26年度スマートウェルネス住宅等推進事業費補助金 
 （サービス付き高齢者向け住宅整備事業） 
    【国土交通省住宅局安心居住推進課】 
  ・平成26年度東京都サービス付き高齢者向け住宅整備事業 
  補助金（医療・介護サービス確保型） 
    【東京都都市整備局住宅政策推進部民間住宅課】   

【改修前（２ＤＫ・46～47㎡）】 【対象住戸（2-26-2号棟・30戸）】 

高島平団地 
（ＵＲ賃貸） サービス付き高齢者向け住宅 

導入住棟 
（2-26-2号棟） 

サービス拠点 
（2-26-3号棟） 

４-③ 分散型サービス付き高齢者向け住宅② 
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【特徴】 
①団地の持つ、古きよき歴史をいかしつつ、これからも多くの方に長く心地よく住みつない
でいただけるよう「こわしすぎず、つくりすぎない」というコンセプトでリノベーション 
②首都圏第１号として高島平団地で展開（平成25年2月） 
③第２弾は国立富士見台団地（東京）、品川八潮パークタン（東京）、真砂第一第二団地（
千葉）、武里団地（埼玉）の４団地で平成27年1月から一斉募集中 

＜高島平団地＞ 

４-④ 若年層入居促進① 住戸リノベーションⅠ（MUJI×UR） 
 

＜品川八潮ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ潮路南第一ﾊｲﾂ＞ 

＜国立富士見台団地＞ 

 ＭＵＪＩ×ＵＲ 団地リノベーションプロジェクト 
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賃貸住宅でも、自分好みの空間づくりを楽しめるようカスタマイズが可能な賃貸住宅「カスタマイズ
UR」により新たな住まい方を提案 

【特徴】 

① 自分好みの空間づくり「壁紙を貼る、色を塗る、棚を付ける」など、カスタマイズが自由
に出来る壁（フリーウォール）をリビング・ダイニングに設置 

 

② フリーウォールについて賃貸住宅で通常必要となる原状回復を原則免除 
 

③ カスタマイズの初心者でも安心して取り組めるよう民間事業者（R不動産toolbox）と連
携したカスタマイズサポート※を用意 

※無料相談窓口（平成27年5月まで）。カスタマイズカタログの配布、カスタマイズ商品の販売・工事サービス（有償）など 

４-④ 若年層入居促進② 住戸リノベーションⅡ（カスタマイズUR） 
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子育て世帯とその親族（直系血族または
３親等以内）が同一・隣接する団地に近居
することとなった場合、新しく住まわれる
世帯の家賃を５年間５％割引。 

高齢者世帯 

隣接団地 

同一団地 

近くにいると、 
いざというとき安心。 

子育て世帯 

ときどき両親に 
子どもを見てもらえる。 

概ね2kmまで 

＜近居促進制度＞ H25.9～ 

４-④ 若年層入居促進③ 入居制度 
 

若者に、子育て世帯に、 お得な家賃プランが充実！ 

＜各種割引制度＞  
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ＵＲ賃貸住宅 
ハートアイランド新田 

保育ママによるグループ保育 
（H23.2） 

住宅部分を活用 
保育ママが家庭的な雰囲気 
で保育（0～2歳児を受入） 

学童保育室（H23.4） 

[NPO法人ワーカーズ 
コープが運営] 

集会室を活用 
下校後の小1～3を預かり 
（夜20：00まで利用可能） 

幼稚園 

送迎 

集会室を活用 住戸を活用 

キッズルーム 
[NPO法人ぷらちなくらぶが運営] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

『送迎ステーション』（H23.4） 
周辺幼稚園と連携しバスで通園する 

子どもを登園前後に預かり保育 
（朝7:30～9：30、夕16：00～19:30利用可能） 

『 親子ひろば 』（H22.12） 
親子交流・情報交換の場 

一時保育 

足立区・ＵＲ・民間事業者等との協働 
０歳児から小学生までの切れ目のない子育て支援 

幼稚園 

計画的にスペースを確保 

◆ハートアイランド新田◆ 
○所在地 ：足立区新田3－35・36 
○管理戸数：1,054戸               
○管理開始：H16.3～ 
○交 通 ：東京メトロ南北線「王子神谷」駅徒歩19分 
      JR京浜東北線・東京メトロ南北線「王子」駅バス9分徒歩1分 

４-④ 若年層入居促進④ 多様な子育て支援Ⅰ 
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地域や社会全体で 
子育てする「場」 

◆芦花公園◆ 
○所在地 ：世田谷区南烏山2－30 
○管理戸数：511戸 
○管理開始：H16.3～ 
○交 通 ：京王線「芦花公園」駅徒歩4分 

ＵＲ都市機構 

NPO法人との協働により、キッズスペースを拠点とした 
団地内での子育て世帯の交流の場・しくみづくり 

施設を活用した 
キッズルームの整備・提供 

せたがや子育てネット 

ひろばの運営 

一時預かり 
協働 

団地の子育て世帯 

地域の子育てﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 地域の子育て世帯 

団地自治会 

講座・イベント開催 自治会等との橋渡し 

団地を中心とした 

地域の子育て世帯のコミュニティ形成 

キッズスペースぶりっじ＠roka 
 

 場 所：芦花公園団地11号棟1Ｆ 
 時 間：月～金 10：00～15：00 
 対 象：0～2歳児とその保護者 
 利用料：無料 
       一時預りは別途利用料 
※H26年度から世田谷区おでかけひろば運営補助金  
 を導入 

４-④ 若年層入居促進④ 多様な子育て支援Ⅱ 
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４-⑤ コミュニティ活性化拠点整備＜事例＞ 
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４-⑥ 大学連携（学生居住＜入居制度＞） 
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あんしん登録カード 
（平成１５年度～） 

あんしんコール（平成１８年度～） 

・緊急時の連絡等速やかな 

 対応ができるよう、希望 

 する高齢者等が緊急連絡 

 先、かかりつけ医師等の 

 情報をあらかじめカード 

 に記入して登録 

・カードはＵＲと団地自治会 

 が保管 

・全国95団地で約6,700名が 

 登録（H23年度末実績） 

・住宅管理センターの高齢者 

 相談員等から、希望する高 

 齢者等に週１回電話で安否 

 確認 

・応答がない場合等は、団地 

 自治会が住戸を訪問して安 

 否確認 

・全国38団地で約850名が登 

 録（H23年度末実績） 

高齢者等相談員（平成１１年度～） 

 
 

生活支援アドバイザー（平成２０年度～） 

 

・全国に41名、各住宅管理センターに１～２名配置 
・相談員１名あたり、17千戸を担当 
・集会所のある団地を訪問、高齢者相談会業務を実施（各団地を1～1.5 
 か月に１回程度訪問） 
＜主な業務＞ 
・機構の高齢者等向け制度等の案内及びこれらに関する相談等の受付・ 
 案内 
（高齢者向け優良賃貸住宅制度、住宅変更制度、家賃改定に伴う特別措 
 置、車椅子用昇降機の設置、高齢者等向け特別設備改善住宅、家賃等 
 の一時払い制度、集会所使用上の優遇、Ｅラウンジ、安全手すりの設 
 置、あんしん登録、あんしんコール） 
・地方公共団体の高齢者施策及び施設の案内 
・団地に居住する高齢者名簿（あんしん登録）の作成・更新（※） 
・あんしんコール（週１回希望者に電話連絡）及び団地巡回による安 
 否確認（※）※但し、生活支援アドバイザーが配置される団地を除く 

・全国に25名、33団地61千戸に配置 
・各団地管理サービス事務所に常駐 
＜主な業務＞ 
・機構の高齢者等向け制度等の案内及びこれらに関する相談等の受付・ 
 案内 
・公共機関、民間等の高齢者等向け施策、施設等の案内、地域の高齢者 
 向け諸施策等ガイドの作成・配布 
・地域福祉団体、地方公共団体等との連携、関係機関連絡網の作成 
・団地に居住する高齢者名簿（あんしん登録）の作成・更新 
・あんしんコール（週１回希望者に電話連絡）及び団地巡回による安否 
 確認 
・地域コミュニティ形成のサポート（イベント企画・開催） 

 ＵＲ賃貸住宅に居住する高齢者等を対象とした相談、生活支援に係るアドバイスを行っているほか、見守り
サービスを、関連法人や団地自治会と連携するなどして実施 

４-⑦ 高齢者等の見守りサービス 
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終 
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